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○
国
土
交
通
省
告
示
第
四
百
五
十
九
号

旅
客
自
動
車
運
送
事
業
運
輸
規
則
及
び
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
輸
送
安
全
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二

十
四
年
国
土
交
通
省
令
第
二
十
四
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
輸
送
安
全
規
則
（
平
成
二
年

運
輸
省
令
第
二
十
二
号
）
第
十
八
条
第
四
項
、
第
二
十
三
条
第
二
項
、
第
二
十
四
条
第
二
項
及
び
第
三
十
一
条
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
第
十
二
条
の
二
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
十
二
条
の
五
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規

定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
令
を
実
施
す
る
た
め
、
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
輸
送
安
全
規
則
に
基
づ
く
運
行
の
管
理
に
関

す
る
講
習
の
認
定
に
関
す
る
実
施
要
領
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
四
年
四
月
十
三
日

国
土
交
通
大
臣

前
田

武
志

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
輸
送
安
全
規
則
に
基
づ
く
運
行
の
管
理
に
関
す
る
講
習
の
認
定
に
関
す
る
実
施
要
領

（
用
語
）

第
一
条

こ
の
告
示
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
輸
送
安
全
規
則
（
以
下
「
安
全
規
則
」
と

い
う
。
）
、
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
輸
送
安
全
規
則
第
十
八
条
第
三
項
、
第
二
十
三
条
第
一
項
、
第
二
十
四
条
第
一

項
及
び
第
三
十
一
条
第
二
項
の
運
行
の
管
理
に
関
す
る
講
習
の
種
類
等
を
定
め
る
告
示
（
平
成
二
十
四
年
国
土
交
通

省
告
示
第
四
百
五
十
五
号
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

（
安
全
規
則
第
十
八
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
第
十
二
条
の
二
第
二
項
第
四
号
の
告
示
で
定
め
る
事
項
）
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第
二
条

安
全
規
則
第
十
八
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
第
十
二
条
の
二
第
二
項
第
四
号
の
告
示
で
定
め
る
事

項
は
、
講
師
名
簿
と
す
る
。

（
安
全
規
則
第
十
八
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
第
十
二
条
の
二
第
三
項
の
告
示
で
定
め
る
書
類
）

第
三
条

安
全
規
則
第
十
八
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
第
十
二
条
の
二
第
三
項
の
告
示
で
定
め
る
書
類
は
、

次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

定
款
又
は
寄
附
行
為
及
び
登
記
事
項
証
明
書

二

組
織
図
そ
の
他
の
運
行
の
管
理
に
関
す
る
講
習
（
以
下
「
講
習
」
と
い
う
。
）
の
適
正
か
つ
確
実
な
実
施
を
確

保
す
る
体
制
を
証
す
る
書
類

三

決
算
報
告
書
そ
の
他
の
講
習
を
適
正
か
つ
確
実
に
実
施
す
る
に
足
り
る
経
理
的
基
礎
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
証

す
る
書
類

四

講
習
又
は
こ
れ
に
類
す
る
も
の
の
実
施
の
実
績
が
十
分
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

五

実
施
規
程

六

次
に
掲
げ
る
講
習
の
内
容
に
関
す
る
書
類

イ

講
習
に
係
る
概
要
そ
の
他
の
必
要
な
書
類

ロ

講
習
に
お
い
て
用
い
る
教
本

七

講
師
（
第
六
条
第
四
号
に
規
定
す
る
講
師
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
基
準
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
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書
類

（
安
全
規
則
第
十
八
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
第
十
二
条
の
五
第
一
項
た
だ
し
書
の
告
示
で
定
め
る
軽
微

な
事
項
に
係
る
変
更
）

第
四
条

安
全
規
則
第
十
八
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
第
十
二
条
の
五
第
一
項
た
だ
し
書
の
告
示
で
定
め
る

軽
微
な
事
項
に
係
る
変
更
は
、
第
二
条
に
定
め
る
事
項
に
係
る
変
更
と
す
る
。

（
安
全
規
則
第
十
八
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
第
十
二
条
の
五
第
二
項
の
告
示
で
定
め
る
書
類
）

第
五
条

安
全
規
則
第
十
八
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
第
十
二
条
の
五
第
二
項
の
告
示
で
定
め
る
書
類
は
、

第
三
条
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
う
ち
変
更
に
係
る
も
の
と
す
る
。

（
認
定
の
基
準
）

第
六
条

国
土
交
通
大
臣
は
、
安
全
規
則
第
十
八
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
第
十
二
条
の
二
の
規
定
に
よ
る

認
定
の
申
請
（
同
令
第
十
八
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
第
十
二
条
の
五
第
三
項
の
変
更
の
認
定
に
つ
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
申
請
が
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す

る
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

一

講
習
の
実
施
体
制
に
つ
い
て
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
。

イ

講
習
の
適
正
か
つ
確
実
な
実
施
を
確
保
す
る
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ロ

講
習
を
適
正
か
つ
確
実
に
実
施
す
る
に
足
り
る
経
理
的
基
礎
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
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ハ

講
習
又
は
こ
れ
に
類
す
る
も
の
の
実
施
の
実
績
が
十
分
で
あ
る
こ
と
。

二

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
実
施
規
程
を
適
切
に
定
め
、
当
該
実
施
規
程
を
遵
守
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

講
習
の
種
類

ロ

講
師
名
簿

ハ

受
講
の
手
続

ニ

講
習
の
実
施
方
法

ホ

講
習
の
受
講
者
の
秘
密
の
保
持
に
関
す
る
事
項

ヘ

認
定
の
根
拠
と
な
る
法
令
、
講
習
の
種
類
、
実
施
日
、
実
施
場
所
、
料
金
そ
の
他
講
習
の
受
講
に
必
要
な
事

項
及
び
こ
れ
ら
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
、
印
刷
物
の
配
布
そ
の
他
適
切
な
手
段
に
よ
り
あ
ら
か
じ
め
一
般

に
周
知
す
る
方
法

ト

専
門
講
師
（
第
四
号
ハ
に
掲
げ
る
専
門
講
師
を
い
う
。
）
を
選
任
す
る
た
め
の
基
準

チ

第
九
条
各
号
の
規
定
を
遵
守
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項

リ

そ
の
他
講
習
を
適
正
か
つ
確
実
に
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項

三

次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
講
習
を
実
施
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

別
表
第
一
に
掲
げ
る
実
施
者
、
講
習
項
目
、
内
容
及
び
時
間
に
よ
り
実
施
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

講
習
の
種
類
ご
と
に
作
成
さ
れ
た
別
表
第
一
に
掲
げ
る
講
習
項
目
を
含
む
適
切
な
内
容
の
教
本
そ
の
他
必
要
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な
教
材
を
用
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四

別
表
第
一
に
掲
げ
る
講
習
の
種
類
に
応
じ
て
、
次
に
掲
げ
る
種
類
の
講
師
が
選
任
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。

イ

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
（
平
成
元
年
法
律
第
八
十
三
号
）
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
運
行
管
理
者

資
格
者
証
の
交
付
を
受
け
た
者
で
あ
っ
て
、
講
習
の
実
施
者
が
実
施
す
る
別
表
第
二
に
掲
げ
る
研
修
を
修
了
し

て
い
る
者
（
以
下
「
第
一
種
講
師
」
と
い
う
。
）

ロ

イ
の
第
一
種
講
師
の
要
件
を
満
た
す
者
で
あ
っ
て
、
講
習
の
実
施
者
が
実
施
す
る
別
表
第
三
に
掲
げ
る
研
修

を
修
了
し
て
い
る
者
（
以
下
「
第
二
種
講
師
」
と
い
う
。
）

ハ

別
表
第
一
に
掲
げ
る
各
講
習
項
目
に
関
す
る
専
門
的
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
者
（
以
下
「
専
門
講
師
」
と

い
う
。
）

（
認
定
書
の
交
付
）

第
七
条

国
土
交
通
大
臣
は
、
安
全
規
則
第
十
八
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
第
十
二
条
の
二
の
規
定
に
よ
る

認
定
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
申
請
の
内
容
を
審
査
し
、
当
該
申
請
を
し
た
者
が
第
六
条
各
号
に
掲
げ
る

基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
認
定
し
た
と
き
は
、
認
定
書
を
交
付
す
る
。

（
標
準
処
理
期
間
）

第
八
条

国
土
交
通
大
臣
は
、
安
全
規
則
第
十
八
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
第
十
二
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
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認
定
の
申
請
が
そ
の
事
務
所
に
到
達
し
て
か
ら
三
月
以
内
に
、
当
該
申
請
に
対
す
る
処
分
を
す
る
よ
う
努
め
る
も
の

と
す
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
期
間
に
は
、
次
に
掲
げ
る
期
間
を
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。

一

当
該
申
請
を
補
正
す
る
た
め
に
要
す
る
期
間

二

当
該
申
請
を
し
た
者
が
当
該
申
請
の
内
容
を
変
更
す
る
た
め
に
要
す
る
期
間

三

当
該
申
請
を
し
た
者
が
当
該
申
請
に
係
る
審
査
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
書
類
を
追
加
す
る
た
め
に
要
す
る
期
間

（
遵
守
事
項
）

第
九
条

講
習
の
実
施
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
遵
守
し
て
講
習
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

少
な
く
と
も
毎
年
度
一
回
（
講
師
と
し
て
選
任
さ
れ
た
日
の
属
す
る
年
度
を
除
く
。
）
、
講
習
の
実
施
者
が
実

施
す
る
別
表
第
四
に
掲
げ
る
研
修
に
第
一
種
講
師
及
び
第
二
種
講
師
（
第
二
条
に
規
定
す
る
講
師
名
簿
に
記
載
さ

れ
た
者
に
限
る
。
）
を
参
加
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

毎
年
度
五
月
三
十
一
日
ま
で
に
、
前
年
度
の
講
習
の
実
施
の
結
果
及
び
前
年
度
の
前
号
に
規
定
す
る
講
師
の
研
修

に
関
す
る
報
告
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

毎
会
計
年
度
終
了
後
三
月
以
内
に
、
毎
年
度
の
経
理
に
関
す
る
事
項
を
国
土
交
通
大
臣
に
報
告
す
る
も
の
で
あ

る
こ
と
。

四

講
習
を
実
施
し
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
記
録
簿
を
作
成
し
、
講
習
を
実
施
し
た
日
か
ら
、
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少
な
く
と
も
十
年
間
保
存
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

講
習
の
実
施
日
時
及
び
項
目

ロ

第
二
条
に
規
定
す
る
講
師
名
簿
に
記
載
さ
れ
た
講
師
以
外
の
専
門
講
師
（
第
六
条
第
二
号
ト
に
規
定
す
る
基
準

を
満
た
す
も
の
に
限
る
。
）
が
講
習
を
実
施
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
専
門
講
師
の
氏
名

五

運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
の
求
め
に
応
じ
て
、
講
習
の
実
施
の
状
況
に
関
し
て
必
要
な
情
報
の
提
供
を

速
や
か
に
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

六

講
習
を
修
了
し
た
者
に
つ
い
て
、
修
了
者
台
帳
を
作
成
し
、
講
習
を
実
施
し
た
日
か
ら
、
少
な
く
と
も
十
年
間

保
存
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

七

運
転
免
許
証
そ
の
他
の
書
類
に
よ
り
、
講
習
を
受
講
し
よ
う
と
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
も
の
で
あ
る

こ
と
。

八

初
め
て
講
習
を
修
了
し
た
者
に
対
し
て
、
運
行
管
理
者
等
指
導
講
習
手
帳
（
以
下
「
手
帳
」
と
い
う
。
）
を
交

付
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

九

講
習
を
修
了
し
た
者
の
手
帳
（
他
の
講
習
の
実
施
者
が
交
付
し
た
も
の
を
含
む
。
）
に
講
習
を
修
了
し
た
旨
の

証
明
を
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

十

基
礎
講
習
を
修
了
し
た
者
に
対
し
て
、
修
了
証
明
書
を
交
付
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

十
一

手
帳
を
汚
し
、
損
じ
、
又
は
失
っ
た
者
等
か
ら
、
手
帳
の
再
交
付
の
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
手
帳
を
交
付
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す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
受
講
履
歴
の
証
明
の
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
第
四
号
の
規
定

に
よ
り
保
存
し
て
い
る
修
了
者
台
帳
の
記
録
に
基
づ
き
受
講
の
証
明
を
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

十
二

受
講
者
が
所
属
す
る
一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
等
か
ら
の
修
了
試
問
の
結
果
に
関
す
る
照
会
に
対
し
て

速
や
か
に
回
答
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
準
用
）

第
十
条

第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
は
、
安
全
規
則
第
二
十
三
条
第
一
項
、
第
二
十
四
条
第
一
項
及
び
第
三
十
一

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
が
認
定
す
る
運
行
の
管
理
に
関
す
る
講
習
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
業
務
の
改
善
）

第
十
一
条

国
土
交
通
大
臣
は
、
講
習
の
適
正
か
つ
確
実
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

講
習
の
実
施
者
に
対
し
、
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
告
示
は
、
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
運
輸
規
則
及
び
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
輸
送
安
全
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
告
示
の
施
行
の
際
現
に
基
礎
講
習
、
一
般
講
習
又
は
特
別
講
習
の
講
師
と
し
て
選
任
さ
れ
て
い
る
者
は
、
当
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分
の
間
、
そ
れ
ぞ
れ
別
表
第
一
に
掲
げ
る
講
習
の
種
類
に
応
じ
第
六
条
第
四
号
イ
、
ロ
又
は
ハ
の
規
定
に
よ
り
講
師

と
し
て
選
任
さ
れ
た
者
と
み
な
す
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

別
表
第
一
（
第
六
条
関
係
）

種
類

実
施
者

講
習
項
目

内
容

時
間

基
礎
講
習

第
一
種
講
師

自
動
車
運
送
事
業

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
、
安
全
規
則
、
道
路

四
時
間

、
第
二
種
講

に
関
す
る
法
令

運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
第
百
八
十
五
号

師
又
は
専
門

）
、
自
動
車
事
故
報
告
規
則
（
昭
和
二
十
六
年

講
師

運
輸
省
令
第
百
四
号
）
そ
の
他
関
連
す
る
政
令

、
省
令
、
告
示
及
び
通
達

道
路
交
通
に
関
す

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）

三
時
間

る
法
令

、
道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
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号
）
、
労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第

四
十
九
号
）
そ
の
他
関
連
す
る
政
令
、
省
令
、

告
示
及
び
通
達

運
行
管
理
の
業
務

運
行
管
理
者
制
度
の
趣
旨
及
び
内
容
並
び
に
安

四
時
間

に
関
す
る
こ
と

全
規
則
に
基
づ
く
運
行
管
理
の
実
務

自
動
車
事
故
防
止

飲
酒
運
転
防
止
、
労
務
管
理
、
健
康
管
理
等
に

二
時
間

に
関
す
る
こ
と

関
す
る
基
礎
知
識

自
動
車
運
転
者
の

安
全
規
則
に
基
づ
く
指
導
監
督
指
針
に
よ
る
運

二
時
間

指
導
及
び
監
督
に

転
者
の
指
導
及
び
監
督
の
内
容
及
び
手
法

関
す
る
こ
と

修
了
試
問
及
び
補

講
習
の
効
果
を
判
断
す
る
た
め
の
修
了
試
問
及

一
時
間

習

び
所
定
の
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
な
か
っ
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た
者
に
対
す
る
補
習

一
般
講
習

第
一
種
講
師

自
動
車
運
送
事
業

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
、
安
全
規
則
、
道
路

五
時
間

、
第
二
種
講

に
関
す
る
法
令

運
送
車
両
法
、
自
動
車
事
故
報
告
規
則
そ
の
他

師
又
は
専
門

関
連
す
る
政
令
、
省
令
、
告
示
及
び
通
達

講
師

道
路
交
通
に
関
す

道
路
法
、
道
路
交
通
法
、
労
働
基
準
法
そ
の
他

る
法
令

関
連
す
る
政
令
、
省
令
、
告
示
及
び
通
達

運
行
管
理
の
業
務

最
新
の
情
報
に
基
づ
く
運
行
管
理
の
実
務

に
関
す
る
こ
と

自
動
車
事
故
防
止

事
故
事
例
に
基
づ
く
事
故
防
止
対
策

に
関
す
る
こ
と

自
動
車
運
転
者
の

最
新
の
情
報
に
基
づ
く
運
転
者
の
指
導
及
び
監
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指
導
及
び
監
督
に

督
の
内
容
及
び
手
法

関
す
る
こ
と

そ
の
他
運
行
管
理

交
通
事
故
統
計
等
に
よ
る
事
故
発
生
状
況
の
把

者
と
し
て
必
要
な

握
等

事
項

修
了
試
問
及
び
補

講
習
の
効
果
を
判
断
す
る
た
め
の
修
了
試
問
及

習

び
所
定
の
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
な
か
っ

た
者
に
対
す
る
補
習

特
別
講
習

第
二
種
講
師

自
動
車
運
送
事
業

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
、
安
全
規
則
、
道
路

二
時
間

又
は
専
門
講

及
び
道
路
交
通
に

運
送
車
両
法
、
自
動
車
事
故
報
告
規
則
そ
の
他

師

関
す
る
法
令
並
び

関
連
す
る
政
令
、
省
令
、
告
示
及
び
通
達
、
運

に
運
行
管
理
の
業

行
管
理
者
制
度
の
趣
旨
及
び
内
容
並
び
に
運
行

務
に
関
す
る
こ
と

管
理
者
の
日
常
業
務
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自
動
車
事
故
防
止

速
度
違
反
の
防
止
等
自
動
車
事
故
防
止
の
た
め

一
時
間

の
た
め
に
特
に
必

特
に
必
要
な
安
全
規
則
に
基
づ
く
指
導
監
督
指

要
な
自
動
車
運
転

針
に
よ
る
運
転
者
の
指
導
及
び
監
督
の
内
容
及

者
の
指
導
及
び
監

び
手
法

督
に
関
す
る
こ
と

自
動
車
事
故
に
係

飲
酒
、
疲
労
、
疾
病
等
の
要
因
が
生
理
及
び
心

二
時
間

る
生
理
的
及
び
心

理
に
及
ぼ
す
影
響
を
踏
ま
え
た
事
故
防
止
に
関

理
的
な
要
因
に
関

す
る
こ
と

す
る
こ
と

適
性
診
断
の
結
果

事
例
を
用
い
た
適
性
診
断
の
結
果
の
評
価
方
法

二
時
間

の
運
行
管
理
の
業

及
び
活
用
方
法

務
へ
の
活
用
に
関

す
る
こ
と
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事
故
事
例
の
分
析

事
故
事
例
の
分
析
に
基
づ
く
運
行
管
理
上
の
要

二
時
間

に
基
づ
く
運
行
管

因
の
発
見
及
び
事
故
防
止
対
策
の
立
案
の
手
法

理
上
の
要
因
の
発

等

見
及
び
事
故
防
止

対
策
の
立
案
に
関

す
る
こ
と

事
故
事
例
の
分
析

事
故
事
例
の
分
析
に
基
づ
く
自
動
車
事
故
防
止

三
時
間

に
基
づ
く
自
動
車

に
関
す
る
お
お
む
ね
三
名
以
上
十
名
以
下
の
グ

事
故
防
止
に
関
す

ル
ー
プ
に
お
け
る
討
議
に
よ
る
演
習

る
グ
ル
ー
プ
討
議

修
了
試
問
及
び
補

講
習
の
効
果
を
判
断
す
る
た
め
の
修
了
試
問
及

一
時
間

習

び
所
定
の
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
な
か
っ

た
者
に
対
す
る
補
習
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備
考こ

の
表
に
お
い
て
、
時
間
の
欄
の
一
時
間
と
は
、
講
習
時
間
が
正
味
五
十
分
以
上
の
も
の
を
い
い
、
一
日
の

講
習
時
間
は
正
味
六
時
間
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
時
間
の
欄
の
時
間
は
、
最
低
時
間
で
あ

っ
て
、
一
日
の
講
習
時
間
を
超
え
な
い
限
度
に
お
い
て
、
最
低
時
間
以
上
講
習
を
実
施
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も

の
で
は
な
い
。

別
表
第
二
（
第
六
条
関
係
）

研
修
内
容

時
間

自
動
車
運
送
事
業
者
の
運
行
管
理
の
現
場
に
お
け
る
運
行
管
理
者
の
実
務
に
つ
い
て
の
実
習

三
時
間

指
導
及
び
監
督
に
お
け
る
適
性
診
断
の
結
果
の
活
用
方
法
、
当
該
結
果
か
ら
抽
出
す
べ
き
ポ
イ
ン

四
時
間

ト
並
び
に
こ
れ
に
基
づ
く
指
導
及
び
助
言
の
手
法
の
習
得
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講
義
に
お
い
て
必
要
と
さ
れ
る
手
法
及
び
テ
ク
ニ
ッ
ク
等
の
習
得

三
時
間

講
義
形
式
の
実
習

四
時
間

備
考

１

運
行
管
理
者
と
し
て
選
任
さ
れ
た
者
で
あ
っ
て
、
運
行
管
理
の
実
務
の
経
験
が
あ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
自

動
車
運
送
事
業
者
の
運
行
管
理
の
現
場
に
お
け
る
運
行
管
理
者
の
実
務
に
つ
い
て
の
実
習
を
省
略
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

２

国
土
交
通
大
臣
が
認
定
す
る
適
性
診
断
の
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
の
経
験
が
あ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
指
導
及
び
監

督
に
お
け
る
適
性
診
断
の
結
果
の
活
用
手
法
、
当
該
結
果
か
ら
抽
出
す
べ
き
ポ
イ
ン
ト
並
び
に
こ
れ
に
基
づ

く
指
導
及
び
助
言
の
手
法
の
習
得
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

講
義
を
行
っ
た
十
分
な
経
験
が
あ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
講
義
に
お
い
て
必
要
と
さ
れ
る
手
法
及
び
テ
ク
ニ

ッ
ク
等
の
習
得
並
び
に
講
義
形
式
の
実
習
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

こ
の
表
に
お
い
て
、
時
間
の
欄
の
一
時
間
と
は
、
研
修
時
間
が
正
味
五
十
分
以
上
の
も
の
を
い
い
、
一
日

の
研
修
時
間
は
正
味
六
時
間
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。
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別
表
第
三
（
第
六
条
関
係
）

研
修
内
容

時
間

事
故
事
例
の
分
析
の
結
果
に
基
づ
い
て
行
う
グ
ル
ー
プ
討
議
に
よ
る
事
故
事
例
研
究
等
の
手
法
の

四
時
間

習
得

自
動
車
事
故
に
お
け
る
生
理
的
及
び
心
理
的
な
要
因

二
時
間

備
考こ

の
表
に
お
い
て
、
時
間
の
欄
の
一
時
間
と
は
、
研
修
時
間
が
正
味
五
十
分
以
上
の
も
の
を
い
い
、
一
日
の

研
修
時
間
は
正
味
六
時
間
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。

別
表
第
四
（
第
九
条
関
係
）

研
修
内
容

時
間
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貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
そ
の
他
の
関
係
法
令
等
の
改
正
の
動
向
、
最
新
の
情
報
に
基
づ

三
時
間
以
上

く
運
行
管
理
の
実
務
及
び
事
故
事
例
に
基
づ
く
事
故
防
止
対
策

備
考こ

の
表
に
お
い
て
、
時
間
の
欄
の
一
時
間
と
は
、
研
修
時
間
が
正
味
五
十
分
以
上
の
も
の
を
い
い
、
一
日
の

研
修
時
間
は
正
味
六
時
間
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。


